
（別 紙） 

（個々の法令違反行為の詳細） 

① 不正の手段により金融先物取引業者の登録を受けた行為 

当社社長は、平成17年６月頃、当社の自己資本規制比率が100％未満であったことから、これを

上昇させるため、一般顧客口座を利用した架空売買を行って当該顧客口座に売買損を発生させると

ともに同額を当社の売買益として利益計上するよう当社役員に指示した。当該役員は、社長の指示

に従い、平成17年６月30日及び同年８月31日の２回にわたり、架空売買を行った。 

以上の結果、平成17年11月、当社社長は、金先法第57条の規定に基づく金融先物取引業者の登録

の申請に当たり、真実は、同年10月末現在の自己資本規制比率が100％未満に過ぎなかったにもかか

わらず、120％超とする書面を添付して申請を行い、登録を受けた。 

 

② 取引一任勘定取引の契約を締結する行為 

当社社長は、売買の別、取引対象通貨、数量、約定数値について、顧客の同意を得ないで定める

ことができることを内容とする受託契約を顧客と締結することが、金先法で禁止される取引一任勘

定取引の契約締結に該当すると認識していた。それにもかかわらず、当社社長は、改正金先法施行

後の平成17年７月以降、取引一任勘定取引の契約締結を当社役員らに継続させ、同人らは、平成17

年７月中旬から同18年８月中旬までの間において、７顧客に対し、外国為替証拠金取引につき、売

買の別、取引対象通貨、数量、約定数値について顧客の同意を得ないで定めることができることを

内容とする受託契約である旨を説明の上、勧誘を行い、延べ21回にわたり、同契約を締結した。 

 

③ 委託証拠金等を不正の手段により取得する行為 

平成18年７月下旬、当社社長は、当社職員から、当社の顧客に対して取引一任勘定取引の勧誘を

行いたいとの相談を受けた際、顧客から取得した委託証拠金等を当社損失に一時的に充当すること

を画策し、当社には既に取引一任勘定取引を行う意思も運用の実態もなかったにもかかわらず、そ

の事実を顧客に告げることなく、取引一任勘定取引の契約を締結させた。その結果、当社は、同年

７月28日及び同年８月22日に、延べ３回にわたり、当該顧客口座から当社損失を隠匿していた別の

顧客口座に委託証拠金等4,490千円を移動し、当社職員の占有下に置き、取得した。 

 

④ 外国為替証拠金取引について生じた顧客の損失の全部を補てんするため当該顧客に対し財産上

の利益を提供する行為 

取引一任勘定取引の契約を締結した顧客との外国為替証拠金取引について、当社社長は、実際の

ところ、取引一任勘定取引の運用状況が悪く、返金できる原資が全くないにもかかわらず、当該顧

客からの運用状況の照会に対し、運用状況は順調であり、残金が4,700千円程度ある旨伝えていた。

 



このため、当社社長は、平成18年３月頃に当該顧客から当該残金の返金要請を受けた際、その要請

に応じることは損失補てんに該当する可能性があると認識したにもかかわらず、真実を伝えたなら

ば同人と残金を巡ってトラブルが生じると考え、当該残金を交付することとした。 

なお、当社社長は、当該返金行為が会社による行為と認定されることを避けるべく、当社社長自

身の資金をもって充てることとし、同年８月31日から同年12月29日までの間、延べ５回にわたり、

当該残金約4,722千円を当該顧客に渡し、もって取引一任勘定取引に係る外国為替証拠金取引につい

て生じた顧客の損失の全部を補てんした。 

 

⑤ 虚偽の自己資本規制比率を届け出る行為及び虚偽の数値を記載した事業報告書を提出する行為 

当社社長は、平成18年７月20日頃以降、一般顧客の取引口座に当社損失が付け替えられているこ

とを把握し、当該損失額を当社の売買損として会計処理しなければならないと考えた。しかし、そ

の場合には自己資本規制比率が大きく毀損し、金融先物取引業者又は金融商品取引業者としての登

録や予定している当社の株式公開に影響があると考え、何ら是正を図ることなく放置した。 

そのため、当局への報告書類の作成を統括管理する当社役員等に対し、当社損失の存在を伝えな

いまま、平成18年７月末から同19年11月末までの毎月末の自己資本規制比率について、実際の比率

よりも高い事実と異なる数値を当局へ提出させたほか、同19年３月期の事業報告書について、当社

の売買益及び純財産額を過大に計上した報告書を作成させ、当局へ提出させた。 

 

⑥ 業務に関する帳簿書類に不実の内容を記載する行為 

金先法及び金商法に規定する「業務に関する帳簿書類」（以下「法定帳簿」という。）に関し、当

社は、一般顧客の取引口座に損失を付け替えた架空売買について、平成17年８月31日から平成19年

３月31日までの間、法定帳簿である「金融先物取引注文伝票」、「金融先物取引元帳」及び「金融先

物取引建玉残高帳」として当社が作成した帳簿書類に、あたかも当社と顧客との間で締結した取引

契約に基づき取引が成立したかのような、事実と異なる内容を記載していた。 

また、当社は、一般顧客15名の委託証拠金等について、当社損失を隠匿していた平成17年７月１

日（改正金先法施行日）から検査基準日までの間、法定帳簿である「証拠金等元帳」（金商法施行後

は「顧客勘定元帳」）として当社が作成した帳簿書類に、本来の顧客の委託証拠金等から当社損失額

等を加減算した金額を記載し、事実とは異なる内容を記載していた。 

 

⑦ 顧客から預託を受けた保証金等（委託証拠金等）を自己の固有財産と区分して管理していない状

況 

当社社長は、区分管理を担当する役員等に対し、当社の計算に帰属する損失を一般顧客口座に隠

匿している事実を伝えていないことから、当社は、区分管理必要額を過少に算定している。 



 

⑧ 自己資本規制比率が120パーセントを下回る状況 

検査基準日現在における当社自己資本規制比率は、当社の計算に帰属する損失等を加味して算出

した結果、120パーセントを下回っている。 


